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画未提出減算として、当該半期経過後６月の期間、１日に

つき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位

数から減算する。

８ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安 （新設）

全管理体制未実施減算として、１日につき５単位を所定単

位数から減算する。

９ 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満 （新設）

たさない場合は、１日につき14単位を所定単位数から減算

する。

10 （略） ７ （略）

11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし ８ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設におい て都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設におい

て、若年性認知症患者（介護保険法施行令第２条第６号に て、若年性認知症患者（介護保険法施行令第２条第６号に

規定する初老期における認知症によって要介護者となった 規定する初老期における認知症によって要介護者となった

入院患者をいう。以下同じ。）に対して指定介護療養施設 入院患者をいう。以下同じ。）に対して指定介護療養施設

サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算とし サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算とし

て、１日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし て、１日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし

、⒂を算定している場合は、算定しない。 、⒄を算定している場合は、算定しない。

12 （略） ９ （略）

13 ⑵及び⑷について、入院患者であって、退院が見込まれ 10 ⑵及び⑷について、入院患者であって、退院が見込まれ

る者をその居宅において試行的に退院させ、指定介護療養 る者をその居宅において試行的に退院させ、指定介護療養

型医療施設が居宅サービスを提供する場合に１月に６日を 型医療施設が居宅サービスを提供する場合に１月に６日を

限度として所定単位数に代えて１日につき800単位を算定 限度として所定単位数に代えて１日につき800単位を算定

する。ただし、試行的退院に係る初日及び最終日は算定せ する。ただし、試行的退院に係る初日及び最終日は算定せ

ず、注12に掲げる単位を算定する場合は算定しない。 ず、注８に掲げる単位を算定する場合は算定しない。

14～16 （略） 11～13 （略）

⑸・⑹ （略） ⑸・⑹ （略）

（削る） ⑺ 栄養マネジメント加算 14単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都

道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設における管

理栄養士が、継続的に入院患者ごとの栄養管理をした場合


